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地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により知事等関係機関から監査の結果に基づいて措置

を講じた旨の通知があったので、同項の規定により措置の内容を次のとおり公表する。 

 

令和６年 11月 27日 

 

                        岐阜県監査委員  若 井 敦 子 

                        岐阜県監査委員  恩 田 佳 幸  

                        岐阜県監査委員  鈴 木 祥 一 

                        岐阜県監査委員  安 田 典 子 

                        岐阜県監査委員  飯 沼 敦 朗 
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Ⅰ 令和６年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 

１ 令和６年度 

（単位：件） 

区分 

監査結果 措置済 今回措置を 

講じたもの ※ 

未措置 

A B C A-B-C 

指摘事項 14 5 3   6 

指導事項 30 9 4 17  

検討事項 0 0 0 0 

計 44  14   7  23 

 

※「今回措置を講じたもの」については、令和６年10月25日及び11月５日に知事等関係機関から通知が

あったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり 

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

指導事項：是正又は改善を求める事項 

検討事項：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対

し是正若しくは改善を求める事項 

 

 

Ⅱ 定期監査の結果に基づき講じた措置     

 

１ 令和６年度 

（１）監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置 

危機管理部 

機関名 監査結果 講じた措置 

消防課 岐阜県消防団加入促進事業費交付

金の精算に伴う過払金（30,000円）

の収入事務において、特別な理由が

ないにもかかわらず、戻入手続が額

の確定日から１か月以上遅延してい

たので、今後は適正に処理されたい。 

今回の事案は、担当者が、交付金の額

の確定後、遅滞なく戻入を行うべきとこ

ろ、交付先の会計処理上の都合を斟酌し、

戻入決定が遅れたものである。 

今後は、組織内における会計事務の進

捗管理について、担当者だけではなく会

計員及び出納員による複数人でのチェッ

クを徹底し、再発防止に努める。 

 

健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

中央子ども相談

センター 

中央子ども相談センター３階系統

空調室外機修繕工事に係る契約事務

において、次の不適正な事項が認め

られたので、今後は適正に処理され

指摘のあった事項は、担当者が契約審

査会設置要綱及び会計規則に基づく事務

処理を失念し、加えて、出納員を含めて

所属としてその誤りに気付かないまま会
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たい。 

１ 予定価格が250万円を超えてい

るにもかかわらず、契約審査会の

審査を受けることなく随意契約を

行っていた。 

２ 契約金額が500万円以上の契約

であるにもかかわらず、契約保証

金の納付の免除に係る決裁が行わ

れていなかった。 

計処理を進めたことによるものである。

 今後は、工事の契約に係る契約事務に

おいて、契約審査会設置要綱第３条に定

める契約に該当するか慎重に判断するこ

と、また、契約保証金の免除について、

岐阜県会計規則第１１４条関係により適

正に判断を行ったうえで契約を締結する

よう、岐阜県会計規則等の遵守について

会計職員に対し徹底するとともに、担当

者以外の会計職員１名及び収支等命令者

で確認を行い再発防止を図る。 

  商工労働部 

機関名 監査結果 講じた措置 

労働雇用課 岐阜県人材開発支援センター管理

運営委託業務の精算に伴う過払金

（1,086,061円）の収入事務におい

て、特別な理由がないにもかかわら

ず、納入通知書の発付が遅延し、戻

入決議日から１か月以上経過した後

に収納されていたので、今後は適正

に処理されたい。 

指摘のあった事項は、新規採用により

令和６年４月１日に配置された職員が、

複数の補助金及び委託金に係る令和５年

度事業の精算事務を前任者から引き継

ぎ、順次処理する中で、本件の納入通知

書の発付が遅れたものである。 

岐阜県人材開発支援センター管理運営

委託業務は令和５年度をもって終了して

おり、今後、当該委託業務に関する精算

事務は発生しない。しかし、類似の委託

料や補助金の金額確定に関する事務が毎

年度末から次年度当初にかけて発生する

ことから、今後は、年度末の精算事務に

関する進捗管理表を作成し、複数人（係

長、管理職）で確認することで、事務の

遅れや漏れを予防することとした。 

また、人事異動の際の引継書に、年度

末に集中する委託業務や補助金に係る事

務について、計画的かつ速やかに処理す

る旨を明記し、後任者へ確実に引き継ぐ

こととした。 

 

（２）監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

商工労働部 

機関名 監査結果 講じた措置 

県産品流通支援

課 

ＴＨＥ ＧＩＦＴＳ ＳＨＯＰ リニ

ューアル工事に係る契約事務におい

指導事項については、担当職員が契約

情報の公表を失念したことが原因であっ
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て、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律(平成12年法

律第127号)等に規定する契約情報の

公表が行われていなかったので、速

やかに措置するとともに、今後は適

正に処理されたい。 

た。指導後、速やかに（令和６年７月２

９日付）契約情報の公表を行った。 

 今後は、公表の対象となる工事を実施

する場合は、職員間で情報共有するとと

もに、契約後は複数の職員（担当係長お

よび管理調整担当）で公表済みであるこ

とを確認し、チェック体制を強化するこ

とで再発防止に努める。 

県土整備部 

機関名 監査結果 講じた措置 

砂防課 物品の管理事務において、購入し

た空中カメラドローン10台の取得価

格を１台当たり105,270円として物品登

録をすべきところ、税抜価格95,700

円で物品登録をしていたので、速や

かに措置するとともに、今後は適正

に処理されたい。 

今回の事案は担当者及び上席ともに財

務会計システムＦＡＱに記載の「物品一

覧表に登録する取得価格について」を認

知していなかったことによるものである。 

指導後、令和６年８月２８日に各土木

事務所に依頼し、物品の変更登録が行わ

れたことを確認した。 

今後は、岐阜県会計規則だけではな

く、財務会計システムＦＡＱについても

十分留意しながら会計事務を進め、再発

防止に努める。 

公安委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

少年課 県が借主となるこどもサポート総

合センター公用車駐車場に係る賃貸

借の契約事務において、「岐阜県が

行う契約からの暴力団排除に関する

措置要綱」等に基づき、契約解除に

関する条文及び暴力団等から不当介

入を受けた場合の警察への通報義務

を契約書等に追加していなかったの

で、今後は適正に処理されたい。 

従来からの定型の契約書様式を使用し

ていたことによるものであり、令和６年

度の同駐車場契約においては、契約解除

に関する条文及び暴力団等から妨害又は

不当介入を受けた場合の通報等について

の特記仕様を追加し、適正に処理を行っ

た。 

契約書の条文等については、岐阜県会

計規則等に基づく契約時の内容を具備し

たものとするよう周知徹底を図り、今後

も引き続き適正な処理に努めることとす

る。 

高速道路交通警

察隊 

物品の管理事務において、令和５

年度の現物実査の対象物品に係る供

用主任者と同一の者が実査担当者に

指定されていたものがあったので、

今後は適正に処理されたい。 

分任出納員等の認識不足により、物品

の現物実査実施要領に基づく事務手続を

していなかったことから、分任出納員等

に対し、物品の現物実査実施要領を改め

て理解させた。 
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 令和６年度の現物実査は同要領に基づ

き適正に行っている。 

今後も同要領に基づき適正に事務処理

を行うとともに、複数人で確認するなど

のチェック体制を強化し、再発防止に努

める。 

 


